
１２月定例市議会                                   平成２３年１１月２８日 

会 期 

○１２月１日～１２月２２日   ２２日間 

 ・１２月１日     開会（提案理由説明）、一般質問通告

  ・１２月８日、９日   一般質問 

  ・１２月１２日    議案質疑 

 ・１２月１３日    常任委員会 

 ・１２月２０日    議会運営委員会 

・１２月２２日    採決 

解 禁 指定なし 

単行議案 

１９件 

■指定管理者の指定（１４件：議第96号～109号） 

■土地改良事業の施行について……………………（議第110号）

■条例の一部改正（４件：議第111号～114号） 

◎ 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について…………………(議第111号) 

◎ 宮津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

………………（議第112号）

◎ 宮津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

………………（議第113号）

◎ 宮津市保育所条例の一部改正について…………（議第114号）

 

22 

議 

案 

予算議案 

３件 
◎ 平成23年補正予算関係 ３件（議第115号～117号） 

その他 

（報告１件） 
専決処分の承認を求めることについて（補正予算） １件 

 



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 96～109 号 公の施設の指定管理者の指定について 

 
内  容  

◆提案の趣旨・目的 
  公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の２第６項 

 の規定により、議会の議決を求めるもの。 

◆提案の概要 

○対象施設等 
施 設 名 指定管理者 指定期間 

宮津会館 
宮津運動公園 
宮津市民体育館 
みやづ歴史の館 
宮津市中央公民館 

(財)宮津市民実践活動センター Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市福祉センター (社福)宮津市社会福祉協議会 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市デイサービスセンター松寿園 (社福)北星会 Ｈ24.4.1～ ３年間 

宮津市デイサービスセンターはまなす苑 (社福)北星会 Ｈ24.4.1～ ３年間 

宮津市農産物等直売所 宮津まごころ市運営組合 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市林業振興センター 宮津地方森林組合 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市大江山バンガロー村 合同会社大江山スキー観光 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市水産加工販売施設 田井自治会 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市海洋つり場 小田宿野自治会 Ｈ24.4.1～ ５年間 

世屋高原家族旅行村 宮津地方森林組合 Ｈ24.4.1～ ５年間 

宮津市大江山スキー場施設 合同会社大江山スキー観光 Ｈ24.4.1～ ３年間 

宮津市天橋立ユース・ホステル (一財)京都ユースホステル協会 Ｈ24.4.1～ ３年間 

宮津市ぶらりんぐセンター 宮津美しさ探検隊 Ｈ24.4.1～ ５年間 

 

重要文化財旧三上家住宅 (社団)天橋立観光協会 Ｈ24.4.1～ ５年間 

 
 
 

※指定期間については、これまでの管理運営の実績等を踏まえ、原則「５

年」とした。ただし、「財政健全化計画 2011」において、「譲渡の検討」

を掲げている施設については、従来どおり「３年」とし、この間に協議

調整していくこととした。 
※全体的な取扱いの考え方や、現在に至るまでの成果等については、 
 別添資料のとおり 

 
 地方自治法 
 （公の施設の設置、管理及び廃止） 
 第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるもの 
  除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 
 ２～５ （略） 
 ６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方 
  公共団体の議会の議決を経なければならない。 
 ７～１１ （略） 
担 当 係 企画総務室 行政係 内線 241 

 

議第 96～109 号 



■公の施設に係る指定管理者制度 

 ・地方自治法改正 ⇒ 宮津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

と同規則を制定（平成 17 年９月） 

 ・平成 18 年４月～ 指定管理者制度による管理をスタート 当初：指定期間３年 

 ・平成 21 年４月～ 指定期間満了により、更新の指定手続を経て管理：指定期間３年 

 ・平成 24 年４月～ 次期の指定期間スタート：指定期間３年又は５年 

 

■公の施設の管理に係る取扱いの考え方 
 

○指定管理者対応する施設                             

 
１ 指定管理者対応とする施設の考え方 
 
①管理者に一定の裁量（ソフト面の自主企画、利用料金制等）を委ねることで、 
「サービスの向上」「行政経費の節減」等の効果が期待できる施設 

 
②類似する複数の施設を一体的に管理することで、効率性等の効果が期待できる施設 
 
 
※公募しない場合の理由（規則規定第２条） 
 
①施設の管理上、当該地域の団体に管理を行わせることが適当と認められる場合 
②市が関与又は育成することが必要と認める団体で、その活動目的に関係する施設の 
  管理を行わせることが適当と認められる場合 
③施設に活動拠点を置く団体を指定して、一体的に管理させることが合理的な場合 
④専門的で高度な技術を有する団体に管理を行わせることが適当と認められる場合 
⑤施設の管理上、緊急に指定管理者の指定を必要とし、公募する暇がない場合 
 

 
○指定管理者対応しない施設 
２ 直営による業務委託対応施設 
 
①施設の維持補修や特定の事業など定型的な業務が中心で、管理者の裁量余地が 
見込めない施設 
 ・ターミナルセンター、漁港施設、市営駐車場、西宮津・府中公園など 
 
３ 普通財産への移行による貸付対応施設 
 
①当初の設置意義が希薄化している施設 
②活用の実態から、地域や関係団体等へ完全に移行することが相応しい施設 
  ・労働会館、波見の里センターなど 
 

 

議第 96 号～議第 109 号 参考資料



■指定管理者制度導入施設

区　分 指定管理者 主な成果 区分 管理者 指定期間 指定管理料の取扱い 施設の分類

1 宮津会館

2 宮津運動公園

3 宮津市民体育館
・練習利用料金等、弾力的な料
金設定の導入

4 みやづ歴史の館

5 宮津市中央公民館

・「老人憩いの家」の冷暖房を
有料化し、収入確保

宮津市デイサービスセン
ター

松寿園
・適切な介護サービスの充実提
供

宮津市デイサービスセン
ター

はまなす苑
・適切な介護サービスの充実提
供

・開設日、取扱品目の拡大

・地産地消の推進、また、新た
な観光スポットとし、販売金額
が拡大

・運営の自助努力

現在の
管理者

３年間

３年間

非公募
(規則第２条
第２号）

現在の
管理者

５年間

非公募
(規則第２条
第３号）

現在の
管理者

５年間

現在の
管理者

５年間

Ｈ24以降の方針

（財）宮津市民実践活動セン
ター

非公募
(規則第２条
第４号）

（社福）北星会

・みやづシネマ劇場、婚活パー
ティー等、自主事業の展開

・駐車場不足に対応して近隣駐
車場を確保し、利用促進 非公募

(規則第２条
第３号）

 文化スポーツ等
生涯学習施設

指定管理料過不足額
を精算

非公募
(規則第２条
第４号）

（社福）北星会
非公募
(規則第２条
第４号）

非公募
(規則第２条
第２号）

非公募
(規則第２条
第３号）

（社福）宮津市社会福祉協議会

非公募
(規則第２条
第３号）

宮津地方森林組合

9 宮津市農産物等直売所
非公募
(規則第２条
第２号）

10

8

非公募
(規則第２条
第２号）

現在の
管理者

５年間

非公募
(規則第２条
第４号）

現在の
管理者

宮津まごころ市運営組合

宮津市林業振興センター

その他の取扱い

指定管理料は支払わ
ない。

指定管理料は支払わ
ない。

指定管理料は支払わ
ない。黒字の場合
は、その２分の１の
額を市へ納付

指定管理料は支払わ
ない。

施　　設　　名
過去の実績

宮津市福祉センター6

7

・職員の減員（▲7人）、勤務
時間のシフト制導入等の経費節
減努力



■指定管理者制度導入施設

区　分 指定管理者 主な成果 区分 管理者 指定期間 指定管理料の取扱い 施設の分類

Ｈ24以降の方針
施　　設　　名

過去の実績

・弾力的な料金設定の導入

・過去の利用者等へのダイレク
トメール送付

指定管理料は支払わ
ない。

指定管理者から市へ
の納付金 160千円/年

・利用促進が見込める場合の定
休日（木曜日）営業

・民間サイトや釣り雑誌への釣
果情報等掲載

・団体利用者の積極的な確保

・「そば打ち体験」等地元の特
色を活かした自主事業の展開

・「スキー祭」等、自主事業の
展開
・利用料金を割引くサービス
デー制度の導入

・カニづくしの宿泊パック等、
丹後の味覚を楽しむプランの提
供

・体験型ツアーや夜明けツアー
等、自主事業の展開

13 宮津市海洋つり場
非公募
(規則第２条
第１号）

小田宿野自治会 ５年間

３年間

５年間

その他の取扱い

収支が赤字の場合は
市が補填、収支が黒
字の場合はその２分
の１の額を市へ納付

３年間

現在の
管理者

非公募
(規則第２条
第２号）

現在の
管理者

非公募
(規則第２条
第１号）

現在の
管理者

現在の
管理者

現在の
管理者

５年間

現在の
管理者

５年間

宮津市水産加工販売施設

11
宮津市大江山バンガロー
村

12

実績に応じての指定
管理料の額の変更は
行わない。

収支が赤字の場合は
市が補填、収支が黒
字の場合はその２分
の１の額を市へ納付

観光・レジャー
等採算性期待施
設

観光・レジャー
等採算性期待施
設

指定管理料は支払わ
ない。

その他の取扱い

観光・レジャー
等採算性期待施
設

収支が赤字の場合は
市が補填、収支が黒
字の場合はその２分
の１の額を市へ納付

宮津地方森林組合

非公募
(規則第２条
第１号）

非公募
(規則第２条
第３号）

田井自治会

合同会社大江山スキー観光

非公募
(規則第２条
第２号） ・地元産食材を中心とした食事

の提供や加工食品作り

14 世屋高原家族旅行村

15
宮津市大江山スキー場施
設

非公募
(規則第２条
第１号）

合同会社大江山スキー観光

16
宮津市天橋立ユース・ホ
ステル

非公募
(規則第２条
第４号）

一般財団法人　京都ユースホス
テル協会

・地産地消の推進、また、新た
な観光スポットとし、安心・安
全な水産加工品の提供

非公募
(規則第２条
第１号）

非公募
(規則第２条
第１号）

非公募
(規則第２条
第３号）

非公募
(規則第２条
第４号）



■指定管理者制度導入施設

区　分 指定管理者 主な成果 区分 管理者 指定期間 指定管理料の取扱い 施設の分類

Ｈ24以降の方針
施　　設　　名

過去の実績

・まちなか観光の振興に資する
観光情報案内の提供
・Ｐはままちとの連携事業の実
施

・サイクリングツアーの実施
等、自主事業の展開

・観光バスの駐車場確保や市内
宿泊施設利用者の利用料金割引
等、誘客事業の実施

　※参考

実績に応じての指定
管理料の額の変更は
行わない。

その他の取扱い

収支が赤字の場合は
市が補填、収支が黒
字の場合はその２分
の１の額を市へ納付

観光・レジャー
等採算性期待施
設

宮津市由良診療所19
非公募
(規則第２条
第４号）

ＹＭＳほりかわ
（指定期間：Ｈ20.12.1～Ｈ
25.3.31）

非公募
(規則第２条
第２号）

現在の
管理者

５年間18 重要文化財旧三上家住宅
非公募
(規則第２条
第２号）

（社団）天橋立観光協会

現在の
管理者

５年間17
宮津市ぶらりんぐセン
ター

非公募
(規則第２条
第２号）

宮津美しさ探検隊
非公募
(規則第２条
第２号）



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 110 号 土地改良事業の施行について 

 
内  容  

◆提案の趣旨・目的 
本年 9月の台風 15号により被災した農業用施設（農地及び農道等）の災
害復旧事業の施行について、土地改良法第 96条の 4第１項において準用す
る同法第 88条第 1項の規定により、議会の議決を求める。 

 
◆提案の概要 
 ①農地 5件 9工区 新宮ほか 
 ②農業用施設(道路) 2件 3工区 田原ほか 
 ③農業用施設(水路) 1件 1工区 松尾 
   計 8件 13工区 
 
 
※関係する予算を 12月補正に上程しています。 
 事業費 15,590千円 
 
 
○土地改良法（抜粋） 

（急施の場合）  

第八十八条  第八十五条から前条までに規定するものの外、災害のため急速に第二条第二項第五号に掲げる

土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うこと

ができる。 

（準用規定）  

第九十六条の四  第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第四項

から第七項まで、第三十六条の二第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第

五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条

の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十八条、第九十条第

四項並びに第九十三条の規定を準用する。この場合において、（略）第八十八条第一項中「第八十五条か

ら前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、「国又は都道府県は、応急工事計画

を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と（略）読み

替えるものとする。  

 
 

担当係 産業振興室 基盤整備係  TEL45―1627 
 

議第 110 号
 



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 111 号 
宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

 
内  容  

 

◆提案の趣旨・目的 

スポーツ基本法の成立（スポーツ振興法の全部改正）及び京都府最低賃金

の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

◆提案の概要 

① 規定する区分の改正（第２条別表等） 
「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める。 

② 浄水場夜間管理人の報酬額の改正 
京都府最低賃金を基礎とする浄水場夜間管理人の報酬額について、

「日額 8,435 円」を「時間額 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）

第７条の規定により許可を受けた減額後の最低賃金額」に改める。 
※京都府最低賃金：平成 23 年 10 月 16 日から 751 円（従前 749 円）に改正 

 
 
◆施行日  公布の日（ただし、浄水場夜間管理人報酬額の改正規定につい

ては、平成 23 年 10 月 16 日から適用） 
 
 
※現行条例は省略 

担当係 企画総務室 職員係 TEL45-1603 
 

議第 111 号
 



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 112 号 宮津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 
内  容  

 
◆提案の趣旨・目的 
 障害者自立支援法の改正に伴い、本条例の引用条項にずれが生じるため、

所要の改正を行うもの。 
 
◆提案の概要及び施行日 
（第１条） 
・ 本条例第 9 条の 2に引用する障害者自立支援法「第 5条第 12項」を
「第 5条第 13項」に、「第 5条第 6項」を「第 5条第 7項」に改める。 

  施行日 公布の日 
 
（第 2条） 
・ 本条例第 9 条の 2に引用する障害者自立支援法「第 5条第 13項」を
「第 5条第 12項」に改める。 

  施行日 平成 24年 4月１日 
 
 
 
※現行条例は省略 
 

担当係 企画総務室 消防防災係 TEL45-1605 
 

議第 112 号
  



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 113 号 宮津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 
内  容  

 
◆提案の趣旨・目的 
 「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が、本年7月29
日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 
 
◆提案の概要 
災害弔慰金支給対象者の範囲に、「兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時、その

者と同居し、又は生計を同じくしていたものに限る）」を加える。 
 
◆施行日  公布の日（ただし、平成 23年３月 11日以降に生じた災害によ

り死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用） 

担当係 健康福祉室 地域福祉係 TEL45-1618 
 

議第 113 号
 



□平成２３年度提出議案（１２月議会）□ 

議案番号 議   案   名 

第 114 号 宮津市保育所条例の一部改正について 

 
内  容  

◆提案の趣旨・目的 

公立保育所４所のうち、府中保育所を平成23年度末をもって廃止し、平成

24年度から民間ノウハウを取り入れた保育サービスを提供するため、民設民

営による保育所として開設するもの。 

 

◆提案の概要 

○市立府中保育所を廃止 

廃止年月日  平成24年3月31日 

○廃止後の施設運営 

社会福祉法人みねやま福祉会（京丹後市峰山町）が、民間保育園として設

置運営を行う。 

 

※府中保育所の経過 

昭和26年４月：府中村立保育所として開設 定員90人 

昭和29年６月：市政施行に伴い宮津市立府中保育所に変更 

昭和37年３月：改築（木造、建築面積396.61㎡） 

昭和57年２月：改築（鉄筋コンクリート平屋建て、建築面積614.73㎡） 

平成９年４月：定員を60名に変更  現在に至る 

 

平成23年11月1日現在の入所児童数  51人 

 

◆施行日  平成 24 年 4月 1 日 

 

※これまでの公立保育所の民営化 

・平成 14 年４月 宮津保育所を民間運営に移行（公設民営化） 

・平成 18 年４月 宮津保育所を民設民営化（現、亀ヶ丘保育園） 

・平成 20 年４月 吉津保育所を民設民営化（現、吉津保育園） 

担当係 健康福祉室 児童福祉係 TEL 45-1621 
 

議第 114 号
 


